
承認第 2号

専決処分事項の承認について

橋本市税条例等のす部を改正する条例について、急施を要するため、地方自

治法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条第 lf項の規定に基づき、別紙のとおり市

長において専決処分したので、同条第 3項の規定により議会に報告し、承認を

求める。

令和 4年 4月 25日 提出

橋本市長  平木 哲朗
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専決処分について

橋本市税条例等の二部を改正する条例について、急施を要するため、地方自

治法(昭和22年法律第67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙のとおり市

長において専決処分する。

令和4年 3月 31日 専決

橋本市長 ィ平木 ●哲朗
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橋本市税条例等 の一部 を改正す る条例

(橋 本 市 税 条 例 の 一 部 改 正 )

第 1条  橋 本 市 税 条 例 (平 成 18年 橋 本 市 条 例 第 70号 )の 一 部 を次 の よ うに 改 正 す る。 な お 、 改 正 部 分 は 、 次 の 表 中

下 線 の 部 分 で あ る。

(所得割の課税標準)

第38条 略

2・ 3略

(所得割の課税標準)

第33条 略

2・ 3略
4

5

い 。

(1)算 36条 の2第 1項の規定による申告書

6 の

の

で

じ 1 の
4 の

ヽ い

―
一
〇
―

(2)第36条の3第 1項に規定する確定申告書 (同項の規定により前号に掲げる申

告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

つ ヤ`

じ

い

の 1

ヤ｀

略

ついては、滴用しないぉ

略５

　

６
の 1

の

ヤ

ヤ｀

ヤヽ

改正前改正後

いこと つ い

が

つ いて し



(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条 の9 所得割の納税義務者が、第33条第4項 に規定する確定申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎 となつた特定配当等の額について

法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定

する確定申告書に記載 した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の

基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等

譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額

に5分の3を乗 じて得た金額を、第34条の3及び前3条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令

第48条の9の3か ら第48条の9の 6ま でに定めるところにより、同項の納税義務者

に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の

同項の                             声し
くは市民税に充当し、若 しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

3略
(市民税

第36条 の2

様式錫可

の申告 )

条の6第 1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から1月 1日 現在において給与又は公的年金等の支払を

受 けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外 の所得を有 しなかつたもの (公的年金等に係る所得以外の所得を有しなか

った者で社会保険料控除額 (令第48条の9の 71こ 規定するものを除く。 小規模

企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額 0

第23条第1項第1号に掲げる者は、3月 15日 までに、施行規則第5号の4

表)に よる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317

力i商 セ｀ ルが 商ヽ当 で あ る 市 早 が認 め る》きは、この限 りでないn

rlヽ   雀 Rと 峯ヽ の 2笛 1丁百の美耳宰による申告書

(2)第 36条 の3第 1項に規定する確定申告書 (同項の規定により前号に掲げる申

告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。 )

(配当割額文は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条 の9 所得割の納税義務者が、第33条第4項に規定する特定配当等申告書に

記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額に

ついて法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節

第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は

当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第34条 の3及び前3条の

規定を適用した場合の所得割の額力|ら控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令

第48条の9の 3か ら第48条の9の 0ま でに定めるところにより、同項の納税義務者

に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の

同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若しくは

当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

3略

(市民税の申告)                          '
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月 15日 までに、施行規則第5号の4

様式 (月町表)イこよる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317

条の6第 1項又は第4項の規定により給与支キム報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から1月 1日 手兄在において給与又は公的年金等の支払を

受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかつたもの (公的年金等に係る所得以外の所得を有 しなか

った者で社会保険料控除額 (令第48条の9の7に規定するものを除く。 )、 小規模

企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額 (所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象

配偶者に係るものを除く。)若 しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額

1タ テ」|

―
一
一―

1の の 1 の 己 と



べき金額 (以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。)及び第24条第2項に規定する者 (施行規則第2条の2第 1項の表

の上欄の(二 )に掲げる者を除く。)イこついては、この限りでない。

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若 しくは医療費控除額の控除、法第313

条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若 しくは第34条 の7の規定により控除すべき金額 (以下この

条において「寄附金税額控除額」とい う。)の控除を受 !す
ようとするものを除く。

以下この条において「給与所得等以外の所得を有 しなかつた者」とい う。)及び

第24条第2項 に規定する者 (施行規則第2条の2第 1項の表の上欄の (二 )に掲げる

者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計 2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者 (施行規則第2

条の2第 1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行

規則第2条第4項ただし書の規定により、市長の定める様式による。

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者 (施行規則第2

条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、

規則第2条第3項ただし書の規定により、市長の定める様式による。

略

3～9 略

第36条 の3

2 前項本

略

文の場合には、当該確定申告書に記載された事項 (施行規則第2条のo第 1 文の場合には、当該確定申告書に記載された事項 (施行規則第2条の3第 1

―
一
時
‐

項に規定する事項を除く。)の うち法第317え木の2第 1項各号又は第3項に規定する 項に規定する事項を除く。)の うち法第317条の2第 1項各号又は第3項に規定する

事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項又は 事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、前条第1項又は第

3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。 3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行 3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行

規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなlすればならない。 規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

3～9 略

第36条 の3

2 前項本

第36条 の3の 2

しなければ

住所を有す

等の支払者

の支払を受

事項を記載

ならない。

(1)略

所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出 第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出

ならない者 (以下この条において「給与所得者」という。)で市内に しなければならない者 (以下この条において「給与所得者」という。)で市内に

るものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与 住所を有す

等の支払者

の支払を受

事項を記載

ならない。

(1)略

るものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与

(以下この条において「給与支払者」という。)か ら毎年最初に給与 (以下この条において 「給与支払者」とい う。)か ら毎年最初に給与

ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる ける日の前 日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる

した申告書を(当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

の自己と生計を―にする配偶者 (法第313条第3項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に



ム ヤ、 に限ス^次築第1項において同 じぉ)の氏名の

(3)。 K血 略

2～5 略

第

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

36条の3の3 所得税法第?03条の6第 1項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等

(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて(特定配偶者 (所得割の納

の 己

い つ

(2)・ (3)略
5略

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

第36条 の3の 3 所得税法第203条の6第 1項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等

(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」とい う。)の支払を受ける者であつて、扶養親族 (控除対象扶養

親族を除く。)を有する者 (以下この条において「公的年金等受給者」という。)

で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の6第 1項に規定する公的年金等の支払者 (以下この条において「公的年金

等支払者」とい う。)か ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前 日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1)略

2・ 131略
2～5 略

(法人の市民税の申告納付 )

第48条 略

2～8 略

9 法第321条の8第 60項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定によ

り、納税申告書により行 うこととされてい る法人の市民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第60項及び施行規則で定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項 (次項及び第11項 において「申告書

記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構 (第 11項において 「機構」という。)

―
一
ω
ｌ

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第 1項に規定する公的年金

等の支払者 (以下この条において 「公的年金等支払者」という。)か ら毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載 した申告書を、当該公的年金等車払者を経由して、市長

に提出しなければならない。

(1)略
(2)特定配偶者の氏名

(3)・ (4)略
2～5 略

(法人の市民税の申告納付 )

第48条 略

2～8 略

9 法第321条の8第 62項に規定する特定■人である内回法人は、第1頂の規定によ

り、納税申告書により行 うこととされている法人の市民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第62項及び施行規貝Jで定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項 (次項及び第■項において「申

記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電

処理組織を使用 し、かつ、地方税共同機構 (第 11項において 「機構」という。)



―
と
ヽ
―

を経由して行 う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

10～ 14 略

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第 71項

の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提

出があつた日の翌 日以後の第12項前段の期間内に行 う第9項の申告については、

第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項前段の承認を受けたときは、この限 りではない。

16  田各

(特別徴収税額の納入の義務等)

第53条 の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日 までに、施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第3項ただし書の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならない。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料 )

の 21こ

の の

る ところに し 法 篤 41 3デ百支li第419条第8項の規定により公示

の ヤ｀ の つ

は、手数料を徴 しない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

の 3 の 3

た の の

市手掛料 峯 Tすli †めるど'こ ろによる∩の

附 則                 ｀

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の2の2の規定の適用を受けた場合 (居住年が平成■年から平成18年まで又は平

成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の

の適用を受けないときは、法附則第5条の4の 2第5項 (同 条第7項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第34条 の3及び第34条 の6の規定を適用した場合の所得割の額か

を経由して行 う方法により市長に提供することにより、行わなければならなャヽ。

10～ 14 略

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第69項

の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これ らの処分又は届出書の提

出があつた日の翌日以後の第12項前段の期間内に行 う第9項の申告については、

第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項前段の承認を受けたときは、この限 りではない。

16 略

(特別徴収税額の納入の義務等)

第53条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴収 し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日 までに、施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第4項ただし書の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならなvヽ c

附 則

第7条の3の2 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の2の2の規定の適用を受けた場合 (居住年が平成H年から平成18年まで又は平

成21年から令和3年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定

の適用を受けないときは、法附則第5条の4の 2第5項 (同条第7項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第34条 の3及び第34条 の6の規定を適用 した場合の所得割の額か

ら控除する。

■る、 カ

3 ヤ｀

ら控除する。
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2略
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 略

2 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は5分の4と す
る。

3 法附則第15条第26項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

4 法附則第15条第26項第1号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

5 法附則第15条第26項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

6 法附則第15条第26項第1号二に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

8

法附則第15条第26項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

法附則第15条第26項第2号口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

法附則第15条第26項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4介の3する。

法附則第15条第26項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第26頂第3号口に規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第26項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第39項 に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1と する。

2略
(法附貝U第 15条第2項第1号等の条例で定める割合 )

第10条の2 略

2 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3と す

3

る。

法附則第15条第27項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第27項第1号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第27項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第27墳第1号二に規定する設備にういて同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第27項第2号イに規定すo設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

法附日1第 15条第27項第2号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

4

5

9

条例で定める割合は4分の3と する。

法附則第15条第27項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3す る。

法附則第15条第27項第3号イに規定する設備について同号に規定する
■

町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第27項第3号口に規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第27項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第30項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第35項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1と する。

10

11

12

6

7
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14
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16
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岡各1

8

20

1 の 3

18・ 19 略
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(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告)

第10条の3 略                ヽ

2～7 略

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止

改修等専有部分について、これ らの規定の適用を受けようとする者は、同条第9

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事

項を記載 した申告書に施行規則附則第7条第9頂各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。

(1)～ (3)略
(4)熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5)熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等

(6)熱損失防止改修工事等が完了した日から3月 を経過した後に申告書を提出

する場合には、3月 以内に提出することができなかつた理由

9略
10 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5

項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分にういて、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工

事等が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなうない。

(1)～ (3)略
(4)熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5)熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項 に規定する

補助金等

(6)熱損失防止改修工事等が完了した日から3月 を経過 した後に申告書を提出

する場合には、3月 以内に提出することができなかつた理由

11   略

(宅地等に対 して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税

の特例)

第12条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告)

第10条の3 略

2～7 略

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項 に

規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付 して市長に提

出しなければならない。

(1)～ (3)略
(4)熱損失防止改修工表が完了した年月 日

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項 に規定する補

助金等

(6)熱損失防止改修工事が完了した日から3月 を経過 した後に申告書を提出す

る場合には、3月 以内に提出することができなかつた理由

9略
10 法附則第15条の9の2第 4項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第5項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これいの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第15条の9第 9項に規定する熱損失防止改修工事が

完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載 した申告書に施行規則附則第

7条第11項各号に掲げる書類を添付 して市長に提出しなければならない。

(1)～ (3)略
(4)熱損失防止改修工事が完了した年月日

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補

助金等

(6)熱損失防止改修工事が完了した日から3月 を経過 した後に申告書を提出す

る場合には、3月 以内に提出することができなかつた理由

11   冊各

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税

の特例)

第12条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分
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の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格 (当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗 じて得た額。以下この条において同じ。)

に100分 の5 イこ の つ て

を乗じて得た額を加算した額 (令和3年度分の固定資産税にあつてt喜 、前年度分

の固定資産税の課税標準額) (当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の3又は附則第15条から第中条の3ま での規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗 じて得た額)を 当該宅地等

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額 (以下 「宅地等調整固定資産税額」とい う。)を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。

2～5 略

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の3 略

2

の の こつ ヤ`

こつ

た場合に限 り適用する。

3略
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例)

の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格 (当 該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条のこの2の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定ある率を乗じて得た額。以下ことの条において同じ。)

イこ100分 の5を乗じて得た額を加算した額 (令和3年度分の固定資産税にあつて

は、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3ま での規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)

を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額 (以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超えゃ

場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2～5 略

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の3 略

2

の の

■`′笙 の
女,こ ,キ ス ヤベ キ 任 の 理 任 ρヽ と Iヨ の 屁 キ ス 狂 Л子ハ お 市 犀 系ヽ,とr つ い て 棒

つ

が べ つ ヤ`

の

べ

とこ てヽ、前項の規定は、適用 しない。つ ヤ

(1) 篤4項ただ し書の規定の適用がある場合

勘 案 前丁百の類庁狩消用しなヤヽこ>が滴 当であると市長が認 めるとき。

3略
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例)

し

のの

の



第17条の2 略

2略
3 第1項 (前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条 から第38条 の4ま で、

第34条 から第35条の3ま で、第36条 の2、 第36条 の5、 第37条、第37条 の4か ら第

37条の6ま で又は第37条 のこの規定?適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、

第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特ケll)

第20条の2 略

2・ 3略
4

36 の 3 1

旨の記哉があるときに限り、適用する。

5  略

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条 の3 略

2・ 3略
4

RA望醜の 3 1ェ百オテ‡ロセキ スィ々 士 由各 ≧ とr 前 王百悠 時 *目 十 の 1吉 田歩辱 l十 士 うル十 るの

旨の記蓋|が あるときに限 り、適用す る。

第17条の2 略

2略
3 第1項 (前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条 の4ま で、

第34条から第35条 の3ま で、第36条 の2、 第36条の5、 第37条、第37条の4か ら第

37条 の6ま で、第37条 の8又は第37条 の9の規定の適用を受けるときは、当該

等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定す

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係 る個人の市民税の課税の特例)

第20条の2 略

2・ 3略
4 が の 1 の

る

ヤ｀

→高用狩モ tサ よ うとす る旨の

テトセ つ ヤ てヽや すe矛

あるとき (特例適用酉己当等 申告書 に

かい裡 Hlがふるル市岳 が認 める 澄きを含

ヤ｀

の規定の

子 の rヽ>,「
１
一
∞
―

1

めるときは、この限 りぬ

r可 Ⅲ 笛36築 の2第 1項の規定による申告書

(2)第 3 の 3箪 1嘔に類庁す る確定申告書(同頂の規定により前号に掲げる申

の

5略
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条の3 略

2・ 3略
4 の の

の が

こ の い

の規定の→商用矛呼 けよ うとす る旨の あるとき (条約適用配当等 申告書に

テFい ことについてやむを

1

ヤヽ

そ の

に だ

ない理由があると市長が認めるときを含



5略
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第 1項の規定の適用がある場合 (第3項後段

の規定の適用がある場合を除く。)イこおける第34条 の9の規定の適用については、

同条第1項 中「又は同条第6項」とあるのは「若 しくは附則第20条の3第3項前段

に規定する条約適用配当等 (以下 「条約適用配当等」という。)に係る所得が生

じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の道

用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項

の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基

礎 となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴 う所得税法、法

人 税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和44年法律第46号。以下「

約等実施特例法」とい う。)第3条の2の2第 1項の規定及び法第2章第1節第5款の

規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「法

第37条の4」 とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第0項の規定により

読み替えて適用される法第37条の4」 とする。

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認

め る ときは、この限 りでない。

rlⅢ   笛鮒 祭 の 2箪1電の親庁による申告書

5略
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第 1項の規定の適用がある場合 (第 3項後段

の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の9の規定の適用については、

同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは 「若 しくは附則第20条の3第3項前段

に規定する条約適用配当等 (以下 「条約適用配当等」という。)に係る所得が生

じた年の翌年の4月 1日 の属する年度分の同条第4項に規定する条約適用配当等

申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係

る所得の明細に関する事項の記載がある場合 (条約適用配当等申告書にこれ ら

の訂 謝 テfヽ V｀ こ 力 ι
「

つ ヤ てヽや すoカ いI霞 由があるル市岳が認めるときを含

む。)で あつて、当該条約適用配当等に

約適用配当等の額について租税条約等

係る所得の金額の計算の基礎 となつた

の実施に伴 う所得税法、法人税法及びＩ
一
Φ
Ｉ

方税法の特例等に関する法律 (昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施

法」とい う。)第3条の2の2第 1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定によ

地

り配

当割額を課されたとき、又は第33条第6頂」と、同条第3項 中「法第37条の4」 と

あるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第 9項の規定により読み替えて適

用される法第37条 の4」 とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

常 26を苺 の納耕姜務者が前年分 の所得和.につき新型コロナウイルス感染症

特イアli の 却 市 の滴 用 狩号 けナ‐拐許平半に お
`す

る附則第7条の3の 2第 1項の

主耳市 の滴 イこつぃて ,す  同ア百中 「今 ls年慮 |》 あるのは、 「令和 16年度 Iと

する。

3年 1 とあるのは 「令和4年」 とす ■

第2条  橋本 市税条例 の一部 を次 の よ うに改正す る。 なお、改正部分 は、次 の表 中下線 の部分 で あ る。



改正前

(納税証明書の交付手数料 )

第18条の4 法第20条 の10の納税証明書め交付手数料は、橋本市手数料条例 (平成

18年橋本市条例第75号)の定めるところによる。ただし、道路運送車両法第97

条の21こ規定する証明書については、手数料を徴収しない。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第73条 の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳 (同条第1項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。)の閲覧手数料は、橋本市手数料条例の定め

るところによる。ただし、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示

した期間及び当該年度の期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあつて

は、手数料を徴しない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第73条の3 法第382条 の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書 (同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付手数料は、

橋本市手数料条例の定めるところによる。

の4 法第20条 の10の納税証明書の交付 (法第382条の41こ規定する当該証明

数料条例 (平成18年橋本市条例第75号)の定めるところによる。た

送車両法第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第73条 の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳 (同条第1項ただし書ゅ規

定による措置を講 じたものを含む。)の関覧 (法第382条の4に規定する固定資産

記赴力した辛ゝのの閲覧を含む6)の手数料は、橋

本市手数料条例の定めるところによる。ただし、法第41

8項の規定により公示した期間及び当該年度の期間において納税義務者?閲覧

に供する場合にあつては、手数料を徴しない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第73条 の3 法第382条の31こ 規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書 (同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付 (法第382

条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含

む。)の手数料は、橋本市手数料条例の定めるところによる。

イこ の

6条第3項又は第41

の

だ し、道路運

手数料は、橋本市記赴 狩 1夕 た 平、のの交付 を含む6)の

代 わ る喜 工百

作 所 ι
「

代 ンぅる事 y:百

イ学司司認 茉Ⅲ゙台 山序

圭 ι

第18条

手数料)(納税証明書の交付

改正後

‐
時
〇
‐

(橋 本 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る条 例 の 一 部 改 正 )

第 3条  橋本市税条例等の一部を改正する条例 (令 和 3年 橋本市条例第 23号 。以下 イ令和 3年 改正条例」とい

う。 )の 一 部 を 次 の よ うに 改 正 す る。

令 和 3年 改 正 条 例 第 1条 中橋 本 市 税 条 例 が 次 の 表 改 正 前 の欄 の よ うに 改
=さ

れ る部 分 を 、 同表 改 正 後 の欄

のように改正 されるように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第36条 の3の 3 所得税法第203条の6第 1項の規定により同項に規定する申告書を 第36条 の3の 3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を

改正前改正後

提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等 提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等



税義務者 (合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の 自己と生計を一

する配偶者 (退職手当等 (第 53条 の2とこ規定する退職手当等に限る。以下この項

税義務者 (合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の 自己と生計を一イ

す る配偶者 (退職手当等 (第53条 の2に規定する退職手当等に限る。以下この項

おいて同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下で おいて同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。)を いう。第2号において同じ。)又は扶養親族 (控除対象扶養親

族 であって退職手当等に係る所得を有しない者を除く。)を有する者 (以下この

条 において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第 1項に規定する公的年金

(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者 (所得割の納

いう。) から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1)～ (4)略
2～5 略

告書を、当該公的年金等支

(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者 (所得割の納

等の支払者 (以下この条において 「公的年金等支払者」という。)か ら毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前 日までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載 した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。

(1)～ (4)略
2～5 略

―
時
一―

附 則 を次 の よ うに 改 正 す る。 な お 、 改 正 部 分 は 、 次 の 表 中 下 線 の 部 分 で あ る。

附  則

(施 行 期 日 )

第 1条  こ の 条 例 は 、 令 和 4年 4月 1日 か ら施 行 す る 。

改正前

附 則

(市民税に関する経過措置)

第 2条 略

2 略

3 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和 6年度以後の年度分の個人

の市民税について適用 し、令和 5年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。

改正後

附 則

(市民税に関する経過措置)

第 2条 略

2略

定は、令和 6年度以後の年度分の個人の市民税につい

までの個人の市民税については、なお従前の例による。

の536

て適用 し、令和 5年度分
2243

た だ し、 次 の各 号 に 掲 げ る規 定 は 、 当該 各 号 に 定 め る 日か



―
時
Ｎ
Ｉ

ら施行す る。

(1)第 1条 中橋本 市税条例第 36条 の 3の 2の 見 出 し及 び 同条第 1項 並び に第 36条 の 3の 3の 見 出 し及 び 同条第 1項

の改正規 定並び に同条例 附則第7条 の 3の 2第 1項 及 び第 17条 の2第 3項 の改正規 定並 び に同条例 附則 第 26条 を

削 る改正規 定並び に第 3条 (次 号 に掲 げ る改正規 定 を除 く。)の 規 定並び に附則 第 3条 第 1項 及 び第 2項 の規 定

令和5年 1月 1日

(2)第 1条 中橋本市税 条例第 33条 第4項 及 び第o項 、第 34条 の9第 1項 及 び第2項 、第 36条 の2第 1項 ただ し書及 び

第2項 、第 36条 の3第 2項 及 び第 3項 並び に第 53条 の 7の 改正規 定並び に同条例 附則 第 16条 の3第 2項 、第 20条十の

2第 4項 並び に第 20条 の3第 4項 及び第6項 の改正規 定並び に第3条 (橋 本 市税条例 の一部 を改正す る条例 (令 和

3年 橋本市条例第23号 )附 則第2条 第3項 の改正規定に限る。)の 規定並びに附則第3条 第3写 の規定 令和6年 1

月 1日

(3)第 2条 並 び に 次 条 並 び に 附 則 第 4条 第 3項 及 び 第 4項 の 規 定  民 法 等 の 一 部 を 改 正 す る法 律 (令 和 3年 法 律

第 24号 )附 則 第 1条 第 2号 に 掲 げ る規 定 の施 行 の 日

(納 税 証 明 書 に 関 す る!経 過 措 置 )

第 2条  前 条 第 3号 に 掲 げ る規 定 に よ る改 正 後 の 橋 本 市 税 条 例 第 18条 の 4第 1項 (地 方 税 法 (昭 和 25年 法 律 第 226号 )

第 382条 の 4に 係 る部 分 に 限 る。 )の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る規 定 の 施 行 の 日以 後 に され る 同 法 第 20条 の 10の 規 定

に よ る証 明 書 の 交 付 に つ い て 適 用 す る。           I
(市 民 税 に 関 す る経 過 措 置 )

第 3条  第 1条 の 規 定 に よ る改 正 後 の 橋 本 市 税 条 例 (以 下 「新 条 例 」 とい う。 )第 36条 の 3の 2第 1項 の 規 定 は 、 附 則

第 1条 第 1号 1こ 掲 げ る規 定 の施 行 の 日 (以 下 この 写 及 び 次 項 に お い て 「1号 施 行 日」 とい う。 )以 後 に 支 払 を 受 け

るべ き第 36条 の 3の 2第 1項 に規 定 す る給 与 に つ い て 提 出す る 同項 及 び 同 条 第 2項 に規 定 す る 申告 書 に つ い て 適

用し、1号施行 日前に支払を受けるがき第1条 の規定による改正前の橋本市税条例 (次 項にゃいて「旧条例」と

い う。)第 36条 の3の 2第 1項 に規定する給与について提出した同項及び同条第2項 に規定する申告書については、

なお従前 の例 に よる。

2 新条例第 36条 の 3の 3第 1項 の規 定は、1号 施行 日以後 に支払 を受 けるべ き所得税 法 (昭 和 40年 法律 第 33号 )第 20



3条 の6第 1項 に規 定す る公 的年金等 (同 法第 203条 の 7の 規 定 の適用 を受 け るもの を除 く。 以下 この項 におい て

「公ィ的年金等 」 とい う。 )1こ つ いて提 出す る新条例第 36条 の 3の 3第 1項 に規 定す る申告書 につ い て適 用 し、1号

施行 日前 に支払 を受 け るべ き公 的年金等 について提 出 した 旧条例第 36条 の 3の 3第 1項 に規 定す る申告書 につ

いて は、 なお従 前 の例 に よる。

3 附則第 1条 第 2号 に掲 げ る規 定 に よる改正後 の橋本 市税 条例 の規 定 中個 人 の市 民税 に関す る部分 は、令 和6年

度 以後 の年度分 の個人 の市 民税 につ いて適用 し、令和 5年 度分 までの個 人 の市民税 につ い て は、なお従 前 の例

に よる。

(固 定資産税 に関す る経過措置 )

第4条  別段 の定 めが あ るものを除 き、新 条例 の規 定 中固定資産税 に関す る部分 は、令 和4年 度 以後 の年度分 の

固定資産税 につ いて適 用 し、令 和3年 度分 までの固定資産税 については、 なお従 前 の例 に よる。

2 令 和2年 4月 1日 か ら令和4年 3月 31日 までの間に取得 され た地方税法等 の下部 を改正す る法律 (令 和4年 法律 第

恙   1号 )第 1条 の規 定 に よる改正前 の地方税 法 附則第 15条 第 2項 に規 定す る施設又 は設備 に対 して課す る固定資産

I   税 につ いて は、 なお従前 の例 に よる。

3 附則第 1条 第 3号 に掲げる規定による改正後の橋本市税条例第73条 の2第 1項 (地 方税法第 382条 の4に 係 る部分

に限る。)の 規定は、同号に掲げる規定の施行の 日以後 にされ る同法第 382条 の2の 規定による固定資産課税台

帳 (同 条第 1項 ただ し書の規定による措置 を講 じたものを含む。 )の 関覧について適用す る。

4 附則第 1条 第 3号 に掲げる規定による改正後の橋本市税条例第73条 の3第 1項 (地 方税法第 382条 の4に 係 る部分

に限る。 )の 規定は、口号に掲げる規定の施行の 日以後に され る同法第 382条 の 3の 規定による証明書 (同 条た

だ し書の規定による措置 を講 じたものを含む。 )の 交付 について適用す る。


